
 
川北町 地域クラブの認定に関する要項 

 
１ ⽬的 
 この要項は、川北町教育委員会（以下「教育委員会」と⾔う）が、川北町⽴川北中学校部活動にお 
 ける 地域展開を進めるにあたり、地域において適切な活動を提供する団体を川北町認定地域クラブ 
 （以下「認定地域クラブ」と⾔う）として認定し、中学⽣の地域における安全かつ安⼼なスポーツ活 
 動及び⽂化活動に係る環境の充実を図るとともに、⽣涯スポーツ及び⽣涯学習社会の実現を図ること 
 を⽬的とする。 
 
２ 認定の要件 
 認定地域クラブの認定要件は、次のとおりとする。 
（1）運営組織・体制に関する要件 

① 組織の適正性 
 ・川北町スポーツ協会へ加盟または準加盟をしている競技であること。（ただし、教育委員会が 
 特別な理由により認めた場合はこの限りではない） 

・営利⽬的を主とした運営でないこと。 
・社会通念上適正な規約または会則（⽬的、⼊退会、会費、役員配置、個⼈情報保護、総会等）が 

整備されていること。 
② 責任の所在 

 ・活動に関わるすべての責任が、認定地域クラブに帰属することを認識していること。 
③ 会費設定 

 ・運営・維持に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定すること。 
（2）対象⽣徒・活動拠点に関する要件 

① 活動拠点 
・川北町内を活動拠点とすること。 

② 受け⼊れ体制 
・原則として、参加を希望する町内の中学⽣すべてを受け⼊れること。 

③ 参加者の構成 
・町内中学⽣が参加し、かつ参加者の過半数が町内の学校に在籍すること。（ただし、教育委員会 
が特別な理由により認めた場合はこの限りではない） 

（3）活動内容・遵守事項に関する要件 
① ガイドラインの遵守 

・川北町が定める「中学校運動部活動のガイドライン」を遵守すること。 
② 適正な活動時間等の設定 

・⽣徒の成⻑期に合わせ、活動⽇数、休養⽇、活動時間、天候状況等に配慮した適切な活動設定 
を⾏うこと。 

③ ⼈権の尊重 
・体罰、暴⾔、ハラスメント、いじめ等の⾏為を⼀切⾏わず、⼈権を尊重した活動を⾏うこと。 

④ 個⼈情報の取り扱い 
・個⼈情報について、適切に管理すること。 



（4）安全管理・指導者の資質に関する要件 
① 保険への加⼊ 

・指導者および⽣徒等の活動中の負傷や事故を補償する保険に加⼊していること。 
② 指導者研修の受講 

・県や教育委員会等が実施する指導者研修を受講すること。 
（5）学校・教育委員会との連携に関する要件 

① 学校との情報共有 
・⽣徒の活動状況等について、所属中学校と必要に応じて情報を共有すること。 

② 教育委員会への協⼒ 
・認定地域クラブの代表者は、教育委員会が主催する会議に参加すること。 

 
３ 認定の申請 
 認定を申請しようとする団体は、次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。 
（1）川北町認定地域クラブ認定申請書兼宣誓書（様式第 1号） 
（2）川北町公認地域クラブ認定要件確認書（様式第 2号） 
（3）団体規約または会則（任意様式） 
（4）団体役員・指導者名簿（任意様式） 
（5）活動計画及び予算書（任意様式） 
（6）その他、教育委員会が必要と認める書類 

 
４ 審査及び認定の決定 
 教育委員会は、認定の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて聴き 
 取りや現地確認等を⾏いつつ申請内容を審査し、認定の可否を決定し、書⾯（様式第３号）により 

 通知するものとする。 
 
５ 認定の期間 
 認定の期間は、当該認定をした⽇から当該認定をした⽇の属する年度の末⽇までとする。 
 
６ 認定内容の変更 
 認定地域クラブの代表者は、認定を受けた後、申請内容に変更が⽣じたときは、速やかに川北町 
 認定地域クラブ変更届出書（様式第４号）により、教育委員会に届け出なければならない。 
 
７ 活動の休⽌ 
 認定地域クラブの代表者は、認定を受けた後、活動を休⽌するときは、速やかに川北町認定地域 
 クラブ休⽌届出書（様式第５号）により、教育委員会に届け出なければならない。 
 
８ 認定取消しの申し出 
 認定地域クラブの代表者は、認定を受けた認定地域クラブを廃⽌する場合、速やかに川北町 
 認定地域クラブ認定取消申出書（様式第６号）により、教育委員会に届け出なければならない。 
 



９ 認定の取消し 
 教育委員会は、認定地域クラブが次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことがで 
 きる。 
（1）認定要件のいずれかを満たさないとき 
（2）申請事項に虚偽があったと教育委員会が認めたとき 
（3）活動を継続することが社会通念上著しく不適当と教育委員会が認めるとき 
（4）その他、認定を⾏うことが著しく不適当と教育委員会が認めるとき 
 

10 補⾜ 
（1）この要項に定めるもののほか、認定に必要な要件は教育委員会が別に定める 
（2）この要項に定めのない事項について疑義が⽣じた場合は、教育委員会が社会通念に照らして判断 
 し、決定する。 
 

 附 則 
 この要項は、令和８年４⽉１⽇から施⾏する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式 第１号 
年 ⽉ ⽇ 

 
 川北町教育委員会 
   教育⻑ 様 

団体名 
代表者⽒名 

 

川北町 認定地域クラブ宣誓書兼申込書 

 
 
    川北町 認定地域クラブに申請するにあたり、次の事項を誓約の上、「川北町 認定地域クラブの 
 認定に関する要項」の規定により申請します。 
 
  （誓約事項） 
   １ 川北町 認定地域クラブの認定の要件を遵守し、本申請書及び添付書類に記載した内容に 
     沿って活動を⾏います。 
   ２ 申請内容のうち認定に係る事項に変更（軽微なものを除く）が⽣じた場合は、速やかに 
     届出を⾏います。 
   ３ 教育委員会からの指導助⾔があった場合は、真摯に対応します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 
 

1 団体名  

2 認定地域クラブの名称  

3 代表者⽒名
し め い

  

4 住所、連絡先 〒 
 
 
Ｔｅｌ： 
E-mail： 

5 活動種⽬  

6 活動⽬的  

 

7 参加者数       名 

8 募集対象者 中学⽣（その他：        ） 

9 募集対象区域 町内中学⽣ 

10 活動時間及び活動場所 活動曜⽇と時間  ⽉ ・ ⽕ ・ ⽔ ・ ⽊ ・ ⾦ ・ ⼟ ・ ⽇ 
 
 
 
活動場所 

11 参加費、保険料などの

受益者負担 

 

 

 

12 添付書類 ① 川北町公認地域クラブ認定要件確認書（様式第 2号） 
② 団体規約または会則（任意様式） 
③ 団体役員・指導者名簿（任意様式） 
④ 活動計画及び予算書（任意様式） 

 
 
 
 
 
 



様式 第２号 
 

川北町 認定地域クラブ認定要件確認書 

 
 

（0）認定地域クラブの活動全般 

 □⽣徒の⾃主的・主体的な活動であり、成果のみに偏重するのではなく、継続的にスポーツ・芸 

 術活動に親しむ機会を確保し、豊かな資質や能⼒を育てることを⽬的にした活動であること。 

 

（1）運営組織・体制に関する要件 

① 組織の適正性 

 □川北町スポーツ協会に加盟していること。 

 □営利⽬的を主とした運営でないこと。 

 □社会通念上適正な規約または会則（⽬的、⼊退会、会費、役員配置、個⼈情報保護、総会等） 

 が整備されていること。 

    □⽬的   □⼊退会  □会費   □役員配置  □個⼈情報保護  □総会 

        □中体連主催の⼤会等に参加する場合、その運営に協⼒すること  

② 責任の所在 

 □活動に関わるすべての責任が、認定地域クラブに帰属することを認識していること。 

③ 会費設定 

 □運営・維持に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定すること。 

 

（2）対象⽣徒・活動拠点に関する要件 

① 活動拠点 

 □川北町内を活動拠点とすること。 

② 受け⼊れ体制 

 □原則として、参加を希望する町内の中学⽣すべてを受け⼊れること。 

③ 参加者の構成 

 □町内中学⽣が参加し、かつ参加者の過半数が町内の学校に在籍すること。 

 （ただし、教育委員会が特別な理由により認めた場合はこの限りではない） 

    □チーム強化のための勧誘等は⾏ってはならない 



（3）活動内容・遵守事項に関する要件 

① ガイドラインの遵守 

 □川北町が定める「中学校部活動ガイドライン」を遵守すること。 

② 適正な活動時間等の設定 

 □⽣徒の成⻑期に合わせ、活動⽇数、休養⽇、活動時間、天候状況等に配慮した適切な活動設定 

 を⾏うこと。 

    □週２⽇以上（平⽇１⽇以上、⼟⽇いずれか１⽇以上）の休養⽇を設けること 

    □活動時間は、⻑くとも平⽇２時間程度、学校の休業⽇は３時間程度とし、短時間で合理的か 

   つ効率的・効果的な活動を⾏うこと 

③ ⼈権の尊重 

 □体罰、暴⾔、ハラスメント、いじめ等の⾏為を⼀切⾏わず、⼈権を尊重した活動を⾏うこと。 

④ 個⼈情報の取り扱い 

 □個⼈情報について、適切に管理すること。 

 

（4）安全管理・指導者の資質に関する要件 

① 保険への加⼊ 

 □指導者および⽣徒等の活動中の負傷や事故を補償する保険に加⼊していること。 

② 指導者研修の受講 

 □県や教育委員会等が実施する指導者研修を受講すること。 

 

（5）学校・教育委員会との連携に関する要件 

① 学校との情報共有 

 □⽣徒の活動状況等について、所属中学校と必要に応じて情報を共有すること。 

② 教育委員会への協⼒ 

 □認定地域クラブの代表者は、教育委員会が主催する会議に参加すること。 
 
 

上記、要件を確認しました。 
年 ⽉ ⽇ 

  川北町教育委員会 
     教育⻑ 様 

団体名 
代表者⽒名 



様式 第 3号 
年 ⽉ ⽇ 

 
        様 

川北町教育委員会 
教育⻑ 
 
 

川北町 認定地域クラブ認定通知書 

 
 
    年  ⽉  ⽇付けで申請のあった川北町 認定地域クラブの認定申請について、 

「川北町 認定地域クラブの認定に関する要項」の審査及び認定の決定、認定の期間に基づき 
下記のとおり認定します。 
 
 

記 
 
 
    １．認定地域クラブの名称 
    
    ２．認定期間    年  ⽉  ⽇ 〜  年  ⽉  ⽇ 
 
    ３．留意事項 
 
 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式 第３号 
年 ⽉ ⽇ 

 
        様 

川北町教育委員会 
教育⻑ 
 
 

川北町 認定地域クラブ不認定通知書 

 
 
    年  ⽉  ⽇付けで申請のあった川北町 認定地域クラブの認定申請について、 

「川北町 認定地域クラブの認定に関する要項」の審査及び認定の決定、認定の期間に基づき 
下記のとおり通知します。 
 
 

記 
 
 
    １．認定地域クラブの名称 
    
    ２．不認定の理由  
 
 
 
 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式 第４号 
年 ⽉ ⽇ 

 
 川北町教育委員会 
   教育⻑ 様 

団体名 
代表者⽒名 

 

川北町 認定地域クラブ変更届出書 

 
 
     年  ⽉  ⽇付けで申請のあった川北町 認定地域クラブの認定を受けた、（認定地域 
 クラブ名称）について、申請内容のうち認定に係る事項に変更が⽣じたため「川北町 認定地 
 域クラブの認定に関する要項」の認定内容の変更に基づき、下記のとおり届け出ます。 
 
 

記 
 
 
     １．認定地域クラブの名称 
 
     ２．変更事項 
 
     ３．変更年⽉⽇ 
 
     ４．変更内容 
       （新） 
       （旧） 
 
     ５．変更の理由 
 
 
 

以上 
 
 
 
 
 



様式 第５号 
年 ⽉ ⽇ 

 
 川北町教育委員会 
   教育⻑ 様 

団体名 
代表者⽒名 

 

川北町 認定地域クラブ休⽌届出書 

 
 
     年  ⽉  ⽇付けで申請のあった川北町 認定地域クラブの認定を受けた、（認定知⼰ク 
 ラブ名称）について、活動を休⽌するため「川北町 認定地域クラブの認定に関する要項」の 
 認定取消しの申し出に基づき、下記のとおり川北町 認定地域クラブの認定取消しを申し出ます。 
 
 

記 
 
 
     １．認定地域クラブの名称 
 
     ２．認定取消しの申出の理由 
 
 
 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式 第６号 
年 ⽉ ⽇ 

 
 川北町教育委員会 
   教育⻑ 様 

団体名 
代表者⽒名 

 

川北町 認定地域クラブ認定取消届申出書 

 
 
     年  ⽉  ⽇付けで申請のあった川北町 認定地域クラブの認定を受けた、（認定地域 
 クラブ名称）について、「川北町 認定地域クラブの認定に関する要項」の認定取消に基づき、 
 下記のとおり届け出ます。 
 
 

記 
 
 
     １．認定地域クラブの名称 
 
     ２．活動休⽌予定期間 
 
     ３．休⽌の理由 
 
 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式 第７号 
年 ⽉ ⽇ 

 
        様 

川北町教育委員会 
教育⻑ 
 
 

川北町 認定地域クラブ認定取消通知書 

 
 
    年  ⽉  ⽇付けで申請のあった川北町 認定地域クラブの認定申請について、（認定 
 地域クラブ名）について、下記の理由により認定を取り消すこととしましたので「川北町  

 認定地域クラブの認定に関する要項」の認定取消に基づき、下記のとおり通知します。 
 
 

記 
 
 
     １．認定地域クラブの名称 
 
     ２．認定取消しの理由 
 
 
 

以上 
 
 
 


